
事業主の皆さまへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  静岡署管内では、令和８年１月以降死亡災害が多発し、５月末現在で６名の方が亡くなっています。これは、

令和７年１年間の死亡者数と比較して４名の増加となっており、県内の監督署の中で最も多く発生している状況

です。 

    また、県内全体でも死亡者数は１７名となり、令和７年１年間の死亡者数と同数となっています。 

    管内における業種別発生状況では、建設業で３名、製造業で１名、土石採取業で１名、漁業で１名となってお

り、特に建設業での発生が多い状況にあります。 

    また事故の型別では、挟まれ・巻き込まれで２名、墜落・転落で１名、崩壊・倒壊で１名、交通事故で１名、お

ぼれで１名となっています。 

    死亡災害はあってはならない労働災害です。皆様におかれましては、労働災害の防止のために企業の安全

衛生活動を今一度総点検していただくとともに以下の取り組みを徹底してください。  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険ゼロ オーッ！ 

令和８年５月末で、すでに６名

の尊い命が失われています 

死亡災害が多発しています！ 

労働災害防止対策（事業場における実施事項） 
 

１ 機械設備の稼働部に近づく時は、必ず設備を停止してから作業を行いましょう 

２ 高所で作業を行うときは、手摺りの設置や墜落制止用器具を必ず使用しましょう 

３ リスクアセスメントを実施し、その結果に基づき所要の対策を講じましょう 

４ 作業手順書を整備し、労働者へ周知・教育を行いましょう 

５ 雇入れ時、作業内容変更時には、各種教育を確実に行いましょう 

６ 毎月１回、次のことを実施しましょう 

  （１）事業主、安全衛生責任者による職場巡視 

  （２）作業員からのヒヤリ・ハット事例の報告・集約 

  （３）安全衛生委員会等の開催 

  （４）職場ごとの安全ミーティングの開催 

労働災害防止対策の徹底を！ 

静岡労働局・労働基準監督署 

※主な業種別の対策については裏面をご参照ください 

（R8.6） 



                                   

  

 

建設業における労働災害防止対策 

☆建設業においては、墜落・転落災害が最も多く

発生し、特に開口部、足場上、はしご等（はし

ご、脚立）からの墜落が多く発生しています 

 

○労働安全衛生規則に基づく足場を設置しまし

ょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇開口部には手摺り等を設置しましょう 

○はしごが動かないように固定しましょう 

○墜落制止用器具、保護帽を使用させましょう 

○ドラグ・ショベル（バックホウ）など車両系建

設機械との接触等は重篤な災害につながりま

す立入禁止措置又は誘導者の配置を確実に行

いましょう（誘導者とは交通誘導者のことでは

ありません！） 

 

 

 

 
 

いずれかの措置が必要です 

①「交さ筋交い」 

     ＋「下さん」 

 ※高さ 15～40㎝の位置 

②「手すりわく」 

両方の措置が必要です 

①「手すり」 

 ※高さ 85㎝以上 

②「中さん」」 

 ※高さ 35～50㎝の位置 

☆製造業においては、はさまれ・巻き込まれ、切れ・

こすれ災害が多く発生しています 

 

○はさまれ・巻き込まれ災害を防止するため、使用

する機械に安全ガード（覆い、ふた、囲い）を取

り付けましょう。また、清掃を行うとき、異物を

取り除くときには必ず機械を停止させてから行

いましょう 

 

 

 

 

 

 

○転倒災害を防止するため、床面、階段及び通路は

つまずきや滑りの原因となる凸凹や水ぬれ等を

取り除きましょう 

○労働者に対する教育の内容は、次のようなものが

あります 

 
 

製造業における労働災害防止対策 

○機械に非常停止装

置が付いているか

確認しましょう 
 

☆陸上貨物運送業においては、墜落・転落災害、転

倒、動作の反動・無理な動作による災害が多く発

生しています 

 

○荷の積み降ろし作業時は昇降設備を設置しまし

ょう 

〇荷役作業中は、保護帽を着用しましょう 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基

づく安全管理を行いましょう 

 

  

 

陸上貨物運送業における労働災害防止対策 

☆商業・社会福祉施設などにおいては、転倒災害

や腰痛災害などの行動災害が多く発生していま

す 
 

○床面、階段及び通路はつまずきや滑りの原因と

なる凸凹や水濡れ、ごみがない状態にしましょ

う 

○段差のある場所には、注意喚起の表示をしまし

ょう 

 

 

 

 

 

 

○４Ｓ活動（整理・整頓、清掃、清潔）を推進し、

転倒災害防止対策を講じましょう 

○安全衛生管理体制（衛生管理者、衛生推進者、

衛生委員会等）を構築しましょう 
 

 

商業・社会福祉施設等第３次産業における 

             労働災害防止対策 

腰痛は物を持ち上げる動作を行うときに多く発生しています 

腰部に負担が掛からないよう動作姿勢には十分注意してください 
・荷に正しく向き、膝を軽く曲げ、腰を落とし、背筋を伸ばしてしっかり持つこと 

・床上 50㎝以下又は胸より高い位置で取り扱わないこと 

・荷物の重量がおおよそ 55㎏を超える荷は２人以上又は台車により取り扱うこと 

①機械の各部の構造及び機能 

②機械の正しい取扱方法及びトラブル時の対応 

③関連機器及び連動する機器の取扱方法 

④作業規程 

⑤作業開始前点検及び定期点検 

⑥災害事例 

⑦関係法令 

○腰痛予防対策に係る教育を行いましょう。（陸上貨物運送業・第３次産業共通） 

 
 

危険な状況を示す図

と墜落防止対策の例 

保護帽を必ず

着用する。 

荷台上では背を荷台内側に。 

シートがひっかっかても 

力ずくに引っ張らない 

シートが貨物の角にひっかかった

際には、その場所に行って直す。 

引っ張る場合は、その反

動を予測して作業する。 

車両のあおりに足をかけて 

作業をしない。 

２ｍ以上の高所作業では、 

足場等の作業床を設置する。 

作業はできるだけ地上から。 


